
京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者雇用等の拡大に意欲があり、雇用等に向けて具体的に検討を

進める地域企業に対し、当該企業が雇用を進めるうえで抱えている課題の抽出や分析、

これに対する解決策等についてアドバイスやコーディネートを行う就労支援の専門家

（以下「アドバイザー」という。）の派遣等により、支援することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、地域企業とは、本市の区域内に本店、主たる事務所及び従た

る事務所を有する事業者をいう。 

（支援対象者） 

第３条  支援する地域企業とは、前条の定義のほか、次の各号に掲げる要件を全て満たす

ものとする。 

⑴ 新規雇用や有期雇用から無期雇用へ転換である処遇改善雇用はもとより、雇用後も

長く働き続けるための定着支援や職域開拓、雇用に向けた施設外就労や体験・実習・

トライアル雇用等に積極的に取り組み、アドバイザーの派遣等により支援することを

希望する事業者であること 

⑵ 過去５年間に重大な法令違反がないこと 

⑶ 公序良俗に反する事業を行っていないこと 

⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと 

⑸ 暴力団あるいは暴力団員等と関与していないこと 

⑹ 租税公課を滞納していないこと 

⑺ 必要な範囲において、支援内容に係る情報をアドバイザー等で共有すること 

⑻ 本市による本事業の成果に関する調査や公表に可能な範囲で協力すること 

（申込方法） 

第４条 アドバイザーの派遣等を希望する地域企業は、第１号様式（申込書）を市長に提

出しなければならない。 

（アドバイザーの登録及び公表） 

 第５条 市長は、社会的信望があり、障害者雇用等に関し、熱意と一定の知識または経

験を有する者からアドバイザーを選定する。 

２ アドバイザーの選定を受け、登録を希望する者は、第２号様式（京都市障害者雇用促

進アドバイザー登録書）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請があった場合は速やかに京都市障害者雇用促進アドバイザーとし

て登録する。 



４ 市長は、前項の規定によりアドバイザーとして登録した者のうち希望のあった者につ

いて、専門分野等の情報をホームページ上に公開する。 

（支援の決定等） 

第６条 市長は、第４条の規定による申込があった場合、予算の範囲内において、アドバ

イザーの派遣を実施することが適当であると認めたときは派遣の決定を行い、その旨を

アドバイザーの派遣等を希望する地域企業に通知する。 

２ 市長は、第４条の規定による申込があった場合において、アドバイザーの派遣等を実

施することが適当でないと認めたときは、その旨を申込があった地域企業に通知する。 

（支援の内容） 

第７条 市長は、前条で支援を決定した地域企業（以下「支援地域企業」という。）に対

して、アドバイザーに派遣を実施し、申込書に即した具体的な支援を行うものとする。 

（派遣事業の実施） 

第８条 市長は、支援地域企業の希望を基に、派遣するアドバイザーを選定する。 

２ 派遣日時は、支援地域企業の希望を基に、市長が前項で選定したアドバイザーと調整 

して決定する。 

３ 市長は、前項の規定により決定した派遣日時は、派遣するアドバイザーに通知する。 

４ 支援地域企業での派遣業務へのアドバイザーの従事時間は１回当たりおおむね２時間

程度とする。 

５ 市長は、派遣１回につきアドバイザーに対し謝礼として１０，０００円及びアドバイ

ザーの派遣に伴う交通費を、支払うものとする。 

６ 派遣回数は１支援地域企業当たり、１０回を上限とする。 

（派遣の中止） 

第９条 支援地域企業は、事情によりアドバイザーの派遣を中止し、又は取り止めを希望

するときは、原則、派遣の１週間前までに、市長にその旨を連絡しなければならない。 

（アドバイザーの取消等） 

第１０条 市長は、アドバイザー登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、アドバイザーの登録を取り消すことができる。 

⑴ 登録を辞退する申出があったとき 

⑵ 虚偽の申請その他不正な行為によりアドバイザーの登録の決定を受けたとき 

⑶ その他、市長が不適当と認める事由が生じたとき 

（派遣の取消等） 

第１１条 市長は、支援地域企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、アド



バイザーの派遣を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽の申請その他不正な行為によりアドバイザーの派遣の決定を受けたとき 

⑵ 前条の規定に違反し、派遣業務が実施できなかったとき 

⑶ その他、市長が不適当と認める事由が生じたとき 

２ 前項の規定に該当する場合は、以後、アドバイザーの派遣事業を利用することができ 

ない。 

（守秘義務等） 

第１２条 アドバイザーは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 本事業に関し、職務上知り得た個人情報を漏らすこと 

⑵ 本事業に関し、支援地域企業から、金銭等を受け取ること 

⑶ 支援地域企業に対し、誤解を与えるような勧誘を行うこと 

⑷ 本事業に関し、アドバイザー自身の利益につながるように誘導すること 

⑸ その他、アドバイザーとしてふさわしくない行為を行うこと 

（報告義務） 

第１３条 支援地域企業は、第３号様式（利用実績報告書）を作成し、市長に提出しなけ

ればならない。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、保健福祉

局障害保健福祉推進室長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２３年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


